
日本年金機構運営評議会規程（改正案） 

 

 

日本年金機構組織規程（規程第５号）の一部を次のように改正し、平成２４年３

月１日から施行する。 

 

改正後 現 行 

 

（委員の委嘱） 

第２条 運営評議会の委員（以下「委員」

という。）は、１１人以内とする。 

２ 委員は、適用事業所の事業主、被保険

者及び年金給付の受給権者並びに業務の

適正な運営に関して学識経験を有する者

のうちから、理事長が委嘱する。 

 

（座長及び座長代理） 

第４条 運営評議会に座長及び座長代理を

置く。 

２ 座長は委員の互選により選任し、座長

代理は委員のうちから座長が指名する。 

３ 運営評議会の議事の進行は、座長が行

う。座長代理は座長を補佐し、座長が出席

できない場合は、その職務を代行する。 

 

 

 

（委員の委嘱） 

第２条 運営評議会の委員（以下「委員」

という。）は、９人以内とする。 

２ 委員は、適用事業所の事業主、被保険

者及び年金給付の受給権者並びに業務の

適正な運営に関して学識経験を有する者

のうちから、理事長が委嘱する。 

 

（座長） 

第４条 運営評議会に座長を置き、委員の

互選により選任する。 

 

 

２ 運営評議会の議事の進行は、座長が行

う。座長が出席できない場合は、あらかじ

め座長が指名する委員が座長代理として、

その職務を代行する。 

 

 

 

 

（傍線部分は改正部分） 
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規程第５号 

理事長決定 

平成２２年１月１日制定・施行 

平成２４年３月１日改正・施行 

 

日本年金機構運営評議会規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号。以下「法」

という。）第２８条の規定及び日本年金機構業務方法書（方針第３号）第１７

条の規定に基づき、被保険者、事業主、年金給付の受給権者その他の関係者

の意見を日本年金機構（以下「機構」という。）の業務運営に反映させるため、

日本年金機構運営評議会（以下「運営評議会」という。）の設置及び運営に関

し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（委員の委嘱） 

第２条 運営評議会の委員（以下「委員」という。）は、１１人以内とする。 

２ 委員は、適用事業所の事業主、被保険者及び年金給付の受給権者並びに業

務の適正な運営に関して学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。 

 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（座長及び座長代理） 

第４条 運営評議会に座長及び座長代理を置く。 

２ 座長は委員の互選により選任し、座長代理は委員のうちから座長が指名す

る。 

３ 運営評議会の議事の進行は、座長が行う。座長代理は座長を補佐し、座長

が出席できない場合は、その職務を代行する。 

 

（招集） 

第５条 運営評議会は、座長が招集する。 

２ 座長は、委員の総数の３分の１以上の委員が審議すべき事項を示して運営

評議会の招集を請求したときは、運営評議会を招集しなければならない。 
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（運営評議会の機能） 

第６条 機構の理事長（以下「理事長」という。）は、次の各号に掲げる事項に

ついて、あらかじめ運営評議会の意見を聴かなければならない。 

（１）機構の中期計画及び毎事業年度の年度計画 

（２）その他、理事長が必要と判断する業務運営に関する重要事項 

２ 運営評議会は、前項の規定により理事長から求めがあったもののほか、幅

広く改善意見を提案することができる。 

３ 運営評議会は、理事長に対し、機構の業務運営の状況や提案した改善意見

に対する対応状況について、報告を求めることができる。 

４ 理事長は、運営評議会から国に対する制度改善等の提案があった場合には、

国に対し、当該提案について報告を行うものとする。 

 

（定足数） 

第７条 運営評議会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

 

（代理人の出席） 

第８条 委員は、座長の了承を得た場合に限り、運営評議会に代理人を出席さ

せることができる。 

２ 前項の規定により、運営評議会に出席した代理人は運営評議会において発

言することができる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第９条 座長は、専門的事項について審議するため必要があると認めるときは、

委員以外の者に運営評議会への出席を求め、意見又は説明を求めることがで

きる。 

 

（情報公開） 

第１０条 運営評議会の資料及び議事要旨については、公開する。ただし、座

長が特に必要があると認めるときは、資料の全部又は一部を非公開とするこ

とができる。 

 

（庶務） 

第１１条 運営評議会の庶務は、経営企画担当部署及び総務担当部署において

行う。 

２ 経営企画担当部署は、運営評議会の資料の作成その他運営評議会の庶務を

処理するために必要な事項について、関係部署に対し協力を求めることがで
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きる。 

 

（規程の改廃） 

第１２条 この規程の改廃については、理事長が決定する。 

 

（実施に関する事項） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、運営評議会の運営に関し必要な事項

は、座長が定める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２２年１月１日から施行する。 

 

（適用除外） 

第２条 第６条第１項の規定は、最初の中期計画及び年度計画の作成について

は、適用しない。 
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